
令和元年１０月１４日

令和元年台風第１９号に伴う災害に対する一部負担金等の取り扱いについて

    トヨタ紡織健康保険組合

このたびの令和元年台風第１９号により被害を受けられた方には心よりお見舞い申し上げ

ます。

トヨタ紡織健康保険組合では、この災害より甚大な被害を受けられた方を対象に医療機関

の受診・保険料の支払い等につき、以下の通り対応しますのでお知らせいたします。

【適用対象となる方】

次の（1）および（2）のいずれにも該当する方

（1）令和元年台風第１９号に伴う災害救助法の適用市町村（別紙１参照）にお住まいの方

   （一時居住の方も含む）

（2）今回の台風第１９号により被災された方または緊急避難をされた方

【対 応】

（1）医療機関での受診

   ①健保組合にご連絡願います。＜連絡先電話番号＞０５６６‐２６‐０３０５

②医療機関にその旨を伝えて受診や調剤をしてもらってください。

   ③当日の窓口負担額（自己負担額）はゼロとなりますが、この分については後日、

    健康保険組合から直接被保険者へ請求させていただく予定です。

（2）保険証を紛失した場合

   ①トヨタ紡織健保の組合員である旨と氏名、生年月日、連絡先（電話番号等）、

被保険者の勤務する事業所（会社名）を医療機関に伝えてください。

   ②併せて、（事業主経由で）健保組合へ保険証の再発行申請を行ってください。

（3）任意継続保険料の納付

   被災した任意継続被保険者の方が保険料納入の期限に納付できない場合は、その

旨を健保組合に申し出てください。

【その他】

   対象となる方で、不明な点がある場合は健保組合にお問い合わせ願います。

  ＜お問合せ先電話番号＞ ０５６６‐２６‐０３０５

    

                                    以 上








































